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【1】2010 駒澤大学 2/6,Ｔ方式 経済 仏教 文 法－Ａ(昼主)  

 わが国の憲法第25条第 1項を見ると， 1 の規定として「すべて国民は，健康で文化的な最低限度の生

活を営む権利を有する。」とされており，これを具体的に保障するためさまざまな法律が制定されている。社

会保障という名前を持つ法律は 2 で1935年に初めて制定されたといわれるが，今日の社会保障法のうち，
 3 の源流といわれるのはイギリスで1601年に 4 1世が作った 5 法である。そこでは浮浪と乞食を

禁止して厳しく処罰し，大人も子供も A がある者は働かせ， A がない者については地域自治体である

教区に保護を命じた。働けるのに働かない者は怠け者であり，働かないことは犯罪であった。わが国の最初の

 3 の法としては1874(明治 7)年に成立した 6 があり，それは極貧で，身寄りもなく， A をもたな

い障害者や 70歳以上の老衰者や重病人や 13歳以下の者を対象に米代を支給するというものであった。 
 このように社会保障は A のないお年寄りや孤児などを保護するものとして出発した。このうちお年寄り

のための社会保障制度としては 7 年金などの社会保険と呼ばれる制度が発達している。それでは A が

あるのに貧困な者は救済しなくてもよいのだろうか。法は最初， A がある者に対する救済には消極的であ

った。しかし，とくに働きたくても職がなくて働けない者(非自発的 8 者)や働いているのに貧困な者(労働
貧民，今日の B )が多数存在するという事実が明らかになってくると， A がある者に対しては保護は

不必要であるという考え方は次第に変更を余儀なくされるようになり，たとえ A があるとしても，これら

の者たちを救済するようになった。このようにして創設されたのが， 8 に対する社会保険としての C 
保険法にもとづく給付や， 3 としての D 法にもとづく給付である。 
 しかし，このような A がある者に対する給付は現在でも十分ではない。 8 している者のうち， C
 保険法にもとづく 9 給付を受けている者の数は非常に限られており，給付は労働者の生活を支えるのに

十分なものとはなっていない。また D 法にもとづく 10 などの給付も制限されており，働くことや家

族の援助を得ることが強いられ，給付を抑制することが図られている。 D 法にもとづく給付につき，(a)

北九州市の取ったいわゆる水際作戦は闇の北九州方式として世間の非難を浴びた。 
問 1 文中の 1 ～ 5 にあてはまる最も適切な語句を下記の語群から選び，その記号をマークせよ。 
(ｱ) スウェーデン (ｲ) 公的扶助 (ｳ) 公衆衛生 (ｴ) 自由権 (ｵ) エリザベス  

(ｶ) ベバリッジ (ｷ) 人格権 (ｸ) ジョージ (ｹ) アメリカ (ｺ) 救護 (ｻ) 生存権 

(ｼ) 恩給 (ｽ) 救貧 (ｾ) ドイツ (ｿ) 社会福祉 

問 2 文中の 6 ～ 10 にあてはまる最も適切な語句を下記の語群から選び，その記号をマークせよ。 
(ｱ) 遺族 (ｲ) 求職者 (ｳ) 食料規則 (ｴ) 労災 (ｵ) ショートステイ (ｶ) 医療 (ｷ) 老齢 

(ｸ) 雇用権 (ｹ) デイサービス (ｺ) 出産 (ｻ) 工場法 (ｼ) 失業 (ｽ) 生活扶助  

(ｾ) 恤救規則 (ｿ) 障害 

問 3 文中の A にあてはまる最も適切な語句を漢字4文字で記せ。 
問 4 文中の B にあてはまる最も適切な語句をカタカナ7文字で記せ。 
問 5 文中の C にあてはまる最も適切な語句を漢字2文字で記せ。 
問 6 文中の D にあてはまる最も適切な語句を漢字4文字で記せ。 
問 7 次の(ｱ)～(ｳ)の文章のうち，下線部(a)の説明として最も適切なものを 1つ選び，その記号をマークせよ。 

(ｱ) 給付を受けることが可能な者に，虚偽の不支給通知をして違法に給付を与えない方式 
(ｲ) 給付を受けることが可能な者に，天引きにより本来より少額の給付しか渡さない方式 
(ｳ) 給付を受けることが可能な者を，窓口の対応により給付申請をさせずに追い返す方式 

【1】2010 駒澤大学 2/6,Ｔ方式 経済 仏教 文 法－Ａ(昼主)  

問1 1 (ｻ) 2 (ｹ) 3 (ｲ) 4 (ｵ) 5 (ｽ) 問2 6 (ｾ) 7 (ｷ) 8 (ｼ) 9 (ｲ) 10 (ｽ) 
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問3 労働能力 問4 ワーキングプア 問5 雇用 問6 生活保護 問7 (ｳ) 

 
【2】2010 摂南大学 2/5,ＡＣ日程(前期センタープラス方式)・Ａ日程(前期) 外国語 経営 法 経済 

 日本社会で生じている大きな変化の一つに，少子高齢化の急速な進行がある。①少子化は，生まれてくる子

どもの数が少なくなる現象である。一人の女性が一生の間に出産する子どもの平均数を表す A は，日本で

は長期的に低下傾向にあり，2005 年には 1．26 と過去最低水準にまで落ち込んだ。また，②高齢化は，人口
全体に占める 65 歳以上の高齢者の割合(高齢化率)が高くなる現象であり，日本では，他の国に例をみないほ
ど急速なスピードで高齢化が進んでいる。このように少子高齢化が急速に進行する社会では全体として，より

少ない労働力で高齢者や年少者を扶養することになるため，経済の担い手である 15 歳以上 65 歳未満人口を
表す B の経済的・社会的負担はますます増大する。このような状況のなかで，とくに社会保障制度の将来

に国民の不安が高まっている。 
 日本の社会保障制度は，第二次世界大戦後，日本国憲法第25条で国民の権利として保障された C を基

本理念として本格的に整備されてきた。現在，社会保険，社会福祉，公衆衛生， D の4つの分野から構成
されており，なかでも社会保険は，この制度の中核をなしている。社会保険は，病気，老齢，失業，労働災害

などに直面した場合，現金やサービスの給付を通じて経済的な保障をおこなう役割を果たしており，③これま

で制度の整備・拡充に努力がはらわれてきた。社会保険には，現在，保険事故の種類に応じて④年金保険，医

療保険，雇用保険，労働者災害補償保険(労災保険)，介護保険の 5 種類があり，⑤これらの財源は，本人や事
業主が支払う保険料と，国や地方公共団体の拠出金でまかなわれている。 
 しかし，少子高齢化の急速な進行や社会保障制度の成熟化にともない，医療・老人福祉費や年金などの社会

保障費は，今後さらに増大することが予想され，これまでと同じような社会保障制度を維持していくことは，

財源面で困難となる。社会保障の財源を将来にわたって確保していくためには，⑥国民全体の負担のあり方を

見直すことが必要になる。また，財源確保の問題以外にも，現在，⑦日本の社会保障制度はさまざまな問題に

直面しており，今後も少子高齢化が進行することを考えると，これらの問題にどのように対応するかは，これ

からの日本社会にとってもっとも重要な課題の一つである。 
問 1 空欄 A ～ D にもっとも適切な語句を入れよ。 
問 2 下線部①と②に関して，日本の少子化，高齢化についての記述として正しいものを，次の(a)～(d)から
一つ選べ。 

(a) 少子化，高齢化は，おおむね先進国で共通にみられる現象であり，日本では1990年代以降にその
傾向が現れるようになった。 

(b) 少子化，高齢化の急速な進行により，日本ではすでに，65 歳以上の老年人口数が 15 歳未満の年
少人口数を上回っている。 

(c) 高齢化率が7％をこえた社会は高齢化社会，14％をこえた社会は高齢社会とよばれ，日本は 2000
年から高齢社会に入っている。 

(d) 少子化の急速な進行により，日本の総人口は，2000年には前年に比べて減少に転じ，日本全体と
して人口減少社会に入っている。 

問 3 下線部③に関する記述として正しいものを，次の(a)～(d)から一つ選べ。 
(a) 1973年にかかげられた「福祉元年」のスローガンのもとに，国民健康保険法の改正と国民年金法
の制定がなされ，国民皆保険・国民皆年金が実現した。 

(b) 老人医療費の増大に対応するため，1983年から老人保健制度が実施され，その後，2008年には，
70歳以上の高齢者を対象とする後期高齢者医療制度が導入された。 

(c) 1986年に，年金を受給するすべての人に共通する基礎年金制度が導入され，その後も，保険料の
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引き上げなど年金制度の見直しが相次いでなされた。 
(d) 65 歳以上の高齢者や介護が必要となった 20～64 歳の人が，在宅サービスや施設サービスを受け
ることができる介護保険制度が，2000年から導入された。 

問 4 下線部④に関する記述として正しいものを，次の(a)～(d)から一つ選べ。 
(a) 公的年金保険のなかで，厚生年金保険は民間企業の被用者を対象とし，共済年金は公務員などを
対象とするものである。 

(b) 20 歳以上 60 歳未満の国民は原則として国民年金への加入を義務づけられているが，学生につい
ては収入がないため，国民年金への加入は任意とされている。 

(c) 公的年金保険の財源調達の方法として，賦課方式は，被保険者が過去に支払った保険料で将来の
年金給付をまかなう方式であり，積立方式は，必要な年金給付費用を現役労働者のその年の保険料で

まかなう方式である。 
(d) 日本の公的年金保険の財源調達の方法は，賦課方式を基本としてきたが，少子高齢化の急速な進
行を受けて，しだいに積立方式へ移行しつつある。 

問 5 下線部⑤に関して，社会保険のなかで保険料が事業主のみの負担となっているものが一つある。それに
該当するものを，次の(a)～(d)から一つ選べ。 

(a) 医療保険 (b) 雇用保険 (c) 労災保険 (d) 介護保険 

問 6 下線部⑥に関して，社会保障負担額と租税負担額の合計が国民所得に占める割合は何とよばれているか。 
問 7 下線部⑦に関する記述として誤っているものを，次の(a)～(d)から一つ選べ。 

(a) 少子高齢化の急速な進行によって，保険料負担に見合う十分な年金の受給が見込めない可能性が
ある世代の不公平感が高まっている。 

(b) 公的年金保険は職業などによって制度がわかれており，制度間で保険料負担の格差は解消された
ものの，依然として給付内容に大きな格差が存在している。 

(c) 公的介護保険の問題点として，要介護認定が必ずしも公平でないこと，保険料に地域格差がある
こと，介護に必要な人員や施設の数が不十分なことなどが指摘されている。 

(d) 社会保険に比べて，社会福祉サービスが立ち遅れており，とくに，高齢者や障害者のための施設
や介護サービスを充実させる必要がある。 

 
【2】2010 摂南大学 2/5,ＡＣ日程(前期センタープラス方式)・Ａ日程(前期) 外国語 経営 法 経済 

問1 A 合計特殊出生率 B 生産年齢人口 C 生存権 D 公的扶助 問2 (b) 問3 (c) 

問4 (a) 問5 (c)  問6 国民負担率 問7 (b) 

 
【3】2010 広島経済大学 2/6,一般(１期) 経済  

 19世紀後半，ドイツでは， 35 によって疾病，災害，老廃に関する社会保険制度が創設された。しかし

近代的社会保障制度は，1942 年の 36 にもとづいて制度化された(A)イギリスの社会保障制度で確立した。

またアメリカでは，1935年に 37 の一環として公的扶助と社会保険を統合した社会保障法が制定された。 
 そして，(B)今日の社会保障の共通理念となる基盤を，(C)多くの国へ与えるのに重要な役割をはたしたのが，

ILOの 38 であった。 
 ところで，わが国の社会保障制度は，戦後，憲法第25条を基本理念として，本格的に整備・拡充されてき
た。現在，わが国の社会保障制度は，(D)社会保険，公的扶助などを含め，四つの柱から成り立っている。 
 社会保険は，人が生きる上で生じうると思われるリスクに対処するためのものである。なかでも年金保険と

医療保険については，1960年代の前半までに，「国民皆年金」，「国民皆保険」制度が実現した。1980年代
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中頃には，全国民共通の 39 が実施された。また，2004 年には大きな年金制度改革が行われ，(E)2006 年
には医療制度改革が行われた。 
 公的扶助は，生活困窮者に最低限の生活を保障し，自立を助ける制度であり，1946年に制定された 40 
には扶助の内容が定められている。 
 1990 年代以降の経済成長の鈍化，(F)急速な少子・高齢社会の到来など，社会保障制度を取り巻く環境は一

段と厳しくなっている。今後，財源の確保，世代間の負担の公平性，多様なニーズへの対応などといった課題

を一つひとつ解決していかなければならない。 
問 1 文章中の空欄 35 ～ 40 に入る最も適切な語句を，一つ選び，その番号を記入せよ。 
1 基礎年金制度 2 救護法 3 人間環境宣言 4 世界人権宣言 5 ヒトラー 6 生活保護法 

7 ベバリッジ報告 8 シャウプ勧告 9 フィラデルフィア宣言 10 社会福祉法  

11 ニューディール政策 12 ビスマルク 13 介護保険制度 14 老人保健制度 

問 2 下線部(A)に関連して，このイギリスの社会保障制度のスローガンとして最も適切なものを，次の 1～4
の中から一つ選び，その番号を記入せよ。解答番号は， 41  

1 神の見えざる手 2 アメとムチ 3 ゆりかごから墓場まで 4 自然に帰れ 

問 3 下線部(B)に関連して，今日の社会保障の基本的考え(理念)をめぐる記述として最も適切なものを，次の
1～4の中から一つ選び，その番号を記入せよ。解答番号は， 42  

1 社会保障は社会秩序の維持の観点から生活困窮者の救済に乗り出す。 
2 社会保障は健康で文化的な最低限度の生活を営むための基本的な権利である。 
3 社会保障は労働運動や社会主義運動の鎮静化を図る。 
4 社会保障は民間ボランティアを中心に任せていく。 

問 4 下線部(C)に関連して，先進各国の社会保障制度の記述として最も適切なものを，次の 1～4の中から一
つ選び，その番号を記入せよ。解答番号は， 43  

1 ドイツに代表される大陸型の社会保障制度は，租税負担による公的扶助を中心とし，社会保険はす
べての国民の無差別平等主義を基本理念にしている。 

2 イギリスやスウェーデンなどのイギリス・北欧型の社会保障制度は，社会保険中心で保険料と給付
を所得に比例させている。 

3 アメリカの社会保障制度は，イギリス・北欧型をとっているといわれている。 
4 日本の社会保障制度は，北欧型と大陸型の2つの中間をとっているといわれている。 

問 5 下線部(D)に関連して，次の記述で明らかに誤っているものを，次の 1～4の中から一つ選び，その番号
を記入せよ。解答番号は， 44  

1 わが国の年金制度は，ある程度の積立金を有し，賦課方式を基本とした財政方式である。 
2 わが国の医療保険制度においては，全国健康保険協会，健康保険組合や国民健康保険制度における
市町村など，大小さまざまな保険者が分立している。 

3 介護保険制度は，原則20 歳以上のすべての人が加入しなければならないが，収入のない学生など
の場合，加入しなくてもよい。 

4 わが国では，2001年から確定拠出型年金が導入された。 
問 6 下線部(E)に関連して，次の記述で明らかに誤っているものを，次の 1～4の中から一つ選び，その番号
を記入せよ。解答番号は， 45  

1 2008年には後期高齢者医療制度が開始された。 4 高齢者の自己負担が引き上げられた。 
2 生活習慣病対策で40～74歳の中高年を対象として「特定健診」が始まった。 
3 医療保険制度においては，医療サービスの対価である診療報酬が原則自由化された。 
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問 7 下線部(F)に関連して，次の記述で明らかに誤っているものを，次の 1～4の中から一つ選び，その番号
を記入せよ。解答番号は， 46  

1 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の制定が急がれている。 
2 一般的に，総人口に占める65歳以上の人口の割合が 7％を超えたとき，その社会を高齢化社会と呼
び，14％を超えると高齢社会と呼ぶ。 

3 少子化の要因として，晩婚化の傾向，女性の社会進出や子育て支援の遅れを挙げることができる。 
4 少子高齢社会対策として，定年の延長などによる高齢者の能力活用の場の確保や子育て支援制度の
充実などが急務とされている。 

 
【3】2010 広島経済大学 2/6,一般(１期) 経済  

問1 (35) 12 (36) 7 (37) 11 (38) 9 (39) 1 (40) 6 問2 3 問3 2 問4 4 問5 3 

問6 3 問7 1 

 
【4】2010 立正大学 2/21,２月試験(後期) 経済 社会福祉 心理 地球環境科 仏教 文 法  

 社会保障制度は，大きくは二つの源流を持っているといわれている。 
 一つは，a17世紀封建社会崩壊の過程で発生してきたイギリスなどの貧民救済に求めることができ，現在の
b公的扶助制度へとつながった。 
 もう一つは，工業化の進展に伴う熟練労働者達を中心とする友愛組合などの互助組織や，世界最初の社会保

険制度で， ア ともいわれる1883年ドイツの疾病保険などの社会保険制度からの流れがある。 
 これらの動向は20世紀に入ると，多くの国や地域において国民の最低限の生活保障を目指すより体系的・
包括的な社会保障制度へと整備，拡大した。 
 伝統的に自助やパイオニア精神を重視してきたアメリカにおいても，1929 年の世界大恐慌時にはニューデ
ィール政策の一環として c社会保障法が制定された。この法律は包括的な社会保障を含むものではなかったが，

法律名称に社会保障が使用された最初であった。 
 とくに1942 年の イ をスローガンとするイギリスのdベバリッジ報告は，イギリス一国にとどまらず，

e 福祉国家のモデルとしてその後の各国の社会保障の進展に大きな影響を与えた。また，ILO(国際労働機関)
の 1942年の ウ や1944年の エ は，社会保障に関する国際的原則を示すことで大きな役割を果たした

と考えられている。 このように20世紀に整備された社会保障制度は，それぞれの国や地域の歴史や社会を
背景に，それぞれに多様な類型を呈してきた。それらは福祉国家の特徴ともとらえられ，おおむね fイギリス・

北欧型，gヨーロッパ大陸型，アメリカ型などに類型化される。 
問1 文中の空欄 ア ～ エ に入る最も適切なものを下記の語群からそれぞれ選び，マークしなさい。 

① 国民国家 ② 夜警国家 ③ フィラデルフィア宣言 ④ ワイマール憲法 ⑤ ウイーン条約 

⑥ 社会保障への道 ⑦ ヴァージニア権利章典 ⑧ ゆりかごから墓場まで ⑨ 国民の家 

⑩ 神の見えざる手 ⑪ ノーマライゼーション ⑫ フェビアン協会 ⑬ ムチに対するアメの政策 

⑭ 働くための福祉 ⑮ ローマ会議 ⑯ ジュネーヴ宣言 

問 2 文中の下線部aに該当するイギリスにおける法律名を下記から一つ選び，マークしなさい。 
① 国民保健サービス法 ② 児童法 ③ クレイトン法 ④ エリザベス救貧法 ⑤社会サービス法 

問 3 文中の下線部bに該当する公的扶助制度について，下記から誤っているものを選び，マークしなさい。 
① 最低限の生活水準を維持するため規定に基づいてその不足分を給付する。 
② 給付にはミーンズ・テストが条件となる。③ 日本では生活保護法が中心である。 
④ 自立後には返還しなければならない。 ⑤ 費用は全額租税でまかなう。 
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問 4 文中の下線部bに該当する日本で最初の公的扶助立法(1874年制定)を下記から選び，マークしなさい。 
① 救護法 ② 感化法 ③ 養老保護法 ④ 疾病保険法 ⑤ 恤救(じゅっきゅう)規則 

問 5 文中の下線部cに該当するアメリカ社会保障法について，下記から最も適切なものを一つ選び，マーク
しなさい。解答番号は 44  
① 普遍的な老齢年金は包含されなかった。  ② 普遍的な失業保険は包含されなかった。 
③ 普遍的な医療保険は包含されなかった。 ④ 普遍的な老齢保険，失業保険，医療保険が包含された。 
⑤ 普遍的な老齢保険，失業保険，医療保険，対人サービスが包含された。 
問 6 文中の下線部dに該当するベバリッジ報告の考え方について，下記から誤っているものを選び，マーク
しなさい。 

① 給付は均一である。 ② 拠出は均一である。 ③ 報告書名は「社会保険と関連サービス」である。 
④ 社会保険を基本にした。 ⑤ 公的扶助を基本にした。 
問 7 文中の下線部eについて，福祉国家の代表的理論家として J. ケインズに関する事項で誤っているもの
を下記から一つ選び，マークしなさい。 

① 雇用・利子および貨幣の一般理論 ② 混合経済 ③ 有効需要の原理 ④ 積極国家 ⑤ 小さな政府 
問 8 文中の下線部f について，イギリス・北欧型の特質の記述でふさわしくないものを下記から一つ選び，
マークしなさい。 
① 全国民を対象としたナショナル・ミニマム保障を原則にしている。 
② 社会保険はすべての国民の無差別平等主義を基本理念にしている。 
③ 基礎年金方式とも呼ばれる。 ④ 社会民主主義型である。 ⑤ 家族主義的である。 

問 9 文中の下線部g について，ヨーロッパ大陸型の特質の記述でふさわしくないものを下記から一つ選び，
マークしなさい。 
① 市場を通じた福祉システムが中心である。 ② ドイツやフランスなどが代表である。 
③ 社会保険方式とも呼ばれる。 ④ 保守主義型である。 
⑤ 職種や階層ごとに制度化され，保険料と給付は所得に比例する。 

 
【4】2010 立正大学 2/21,２月試験(後期) 経済 社会福祉 心理 地球環境科 仏教 文 法  

問1 ア ⑬ イ ⑧ ウ ⑥ エ ③ 問2 ④ 問3 ④ 問4 ⑤ 問5 ③ 問6 ⑤ 問7 ⑤ 

問8 ⑤ 問9 ① 

 
【5】2010 立命館大学 2/2,文系Ａ方式  

 現代日本において，近年社会保障がクローズアップされている。 イ の不祥事で注目された年金の問題

はまだ解決されていない。年金に関するより根本的な問題は，日本における A と関係している。すなわち，

今後年金の保険料自体を納める人々が少なくなっていき，年金受給が困難になることが危惧
き ぐ

されているのであ

る。 
 上記の A はまず，出生率と深く関係している。出生率の低下は，いわゆる先進諸国共通の問題であり，

日本だけの問題ではないが，それらの国々のなかでも変化が著しいのが日本である。 ロ 年の合計特殊出

生率が 1.57になり，1.57ショックと呼ばれた。また，65歳以上の人口割合が ハ ％をこえた社会を①高齢

化社会というが，日本はこの ハ ％を， ニ 年にこえており，2020 年には ホ ％をこえると予想さ

れている(国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」平成 18年 12月推計より)。 
 このような状況の中で，行政の方も対応を迫られてきた。政府は1994年に高齢者福祉施策推進のための 
B をつくり，同年子育てに対する社会的支援をおこなうための C プランも策定した。それから9年後の
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2003年には次世代育成支援対策推進法とともに， D 基本法も制定された。さらに2004年には， C プ

ランを発展させるかたちで E プランが策定された。しかしながら，近年，②社会保障についての予算は事

実上抑制されてきた。 
 以上のことは，現代日本の家族のあり方とも関わっている。第二次世界大戦後，日本においても F 化が

進んだが，現状では，さらに家族のメンバー(成員)減がすすみ，単身者世帯が増えている。また， A との

関連で， G 世帯も同様に増えている。これらを考えると，日本の社会保障は，転換点に立たされていると

いえよう。 
〔1〕  A ～ G にあてはまるもっとも適切な語句を記入せよ。 
〔2〕  イ にあてはまるもっとも適切な語句を下記の中から選び，記号で答えよ。 

(あ) 総務省 (い) 文部科学省 (う) 金融庁 (え) 財務省 (お) 社会保険庁 

〔3〕  ロ ～ ホ にあてはまるもっとも適切な数字を下記の中から選び，記号で答えよ。 
(あ) 1970 (い) 1979 (う) 1980 (え) 1985 (お) 1989 (か) 1999 (き) 5 (く) 7 

(け) 17 (こ) 27 (さ) 37 (し) 47 

〔4〕 下線部①に関して，いわゆる高齢化社会から高齢社会に移行するのにもっとも長い年月を要した国を
次の中から一つ選び，記号で答えよ。 

(あ) フランス (い) スウェーデン (う) アメリカ (え) ドイツ (お) イギリス 

〔5〕 下線部②に関して，そのような状況下での動きとして近年見受けられることを，選択肢から二つ選び，
記号で答えよ。 

(あ) 社会的弱者救済のための市民運動 (い) 政府打倒のための革命運動 
(う) ニートによる全国民的社会運動 (え) アメリカなどの外国からの援助拡大運動 
(お) 企業によるアフリカなどの第三世界における市場拡大運動 
(か) JOBカフェやヤングハローワークによる就職支援 

【5】2010 立命館大学 2/2,文系Ａ方式  

〔1〕A 少子高齢化 B 新ゴールドプラン C エンゼル D 少子化社会対策 E 子ども・子育て応援 

F 核家族 G 高齢単身 〔2〕 (お) 〔3〕 ロ (お) ハ (く) ニ (あ) ホ (こ) 〔4〕 (あ) 

〔5〕 (あ)，(か) 

 
【6】2009 中央大学 2/13,一般Ⅰ 商  

 日本の社会保障制度は憲法第25条に明記された A を保障するために，社会保険・公的扶助・社会福祉・

公衆衛生の 4分野にわたって整備されている。 
 社会保険は，医療保険・年金保険・雇用保険・労働者災害補償保険から構成されていたが，高齢化社会に対

応して 2000年 4月から B があらたに追加されている。 
 公的扶助は C とも呼ばれ，健康で文化的な最低限度の生活を維持するのに必要な収入がないものに対し

て，その不足分を給付する制度である。 
 社会福祉は，生活不安を抱えている社会的弱者の自立を目的とした支援制度であり，具体的には老人福祉，

(a)障害者福祉，児童福祉，母子福祉の 4つの分野から成る。公衆衛生は，国民の健康や生活環境の増進を目的
として実践される衛生活動である。 
 いずれも我々が安心して生活を送るために不可欠な制度であるが，個々でみると改善の余地が多く，とりわ

け社会保障給付費の 8割以上を占める医療保険と年金保険の負担と給付を巡る制度の見直しは急務である。 
 医療保険は1958年の国民健康保険法制定によって D が実現している。しかし，年齢階級別の1人当た
り医療費は年齢が高くなるに従って飛躍的に増加しており，医療費を，老人医療費とそれ以外で分けると，1



私大_社会保障 8/12 

人当たりの老人医療費は，老人の受診率の高さから，老人以外の 1 人当たり医療費の約 5 倍となっている。
このため，2006年 10月の改正では，現役並み所得者の自己負担割合を 2割から 3割に変更し，高額医療費
の自己負担額の一部と，療養病床に入院するときの自己負担額がそれぞれ増額された。また，将来的にさらに

増加する高齢者層に備えて，2008年度からは 70～74歳の医療費の窓口負担を原則 2割に引き上げるととも
に，75歳以上を対象とした新しい独立型の健康保険として E をスタートさせている。 
 年金保険も医療保険と同様に深刻な問題に直面している。国立社会保障・人口問題研究所による出生率・平

均寿命などの将来推計にもとづくと，被保険者に相当する「20歳から 65歳未満人口」に対する，年金受給者
に相当する「65歳以上人口」の比率は，2005年度の 33％から 2020年度には 50％，2055年度には 85％に
達すると予測されているからである。これは被保険者一人の保険料で年金受給者 0.85人の給付を賄うことを
意味しており，制度存続のためには必要財源の確保と，その負担割合の見直しが喫緊の課題であることを示し

ている。 
 2004年 6月に成立した年金改革法では，給付水準の抑制を目的として「保険料水準固定方式」と F に

よる給付の自動調整という仕組みが採用されている。また，保険料の抑制を目的として 2009年度までに基礎
年金に対する国庫負担割合を現状の G から2 分の 1 へ引き上げることも明記された。しかし，これらは
「保険料引き上げ」と「給付水準抑制」に対する国民の不満を抑えることを考慮した次善の策といえるもので

あり，新たな財源の確保や(b)賦課方式の見直しに踏み込んでいないという点で根本的な問題の解決にはなって

いない。 
 さらに，年金保険についてはパートタイム労働者への厚生年金の適用拡大，厚生年金・国民年金・ H の

一元化など残された課題は多い。 
 医療保険や年金保険に関して解決しなければならないのは，各世代別の一生を通じた受給と負担のバランス

をどうするのかという問題に他ならない。 
問１ 文中の空欄A～Hにあてはまる最も適当な語句または数値を解答欄に記入しなさい。 
問２ 文中の下線部(a)に関連して，2006年 4月に施行(2005年 10月成立)された障害者支援のための法律は
何とよばれているか。解答欄に記入しなさい。 

問３ 文中の下線部(b)が少子高齢化社会において必要となっている理由について，60字以内で説明しなさい。
(句読点も 1字に数える。) 

問４ 社会保障制度の抜本的改革が行われない理由としてどのようなことが考えられるか。60 字以内で自分
の考えを述べなさい。(句読点も 1字に数える。) 
【6】2009 中央大学 2/13,一般Ⅰ 商  

問１ A 生存権 B 介護保険 C 生活保護 D 国民皆保険 E 後期高齢者医療保険制度 

F マクロ経済スライド方式 G 3分の1 H 共済年金 

問２ 障害者自立支援法 

問３ 少子高齢化により受給者数が保険料の納入者数を上回り，将来の受給者は保険料が増額するばかり

か給付も減額する恐れがあるから。 

問４ 年金，医療，介護の財源である税制改革の包括的な議論がしにくいことや，給付額の減少および負

担増を伴うために選挙で不利になってしまうから。 

 
【7】2009 明治大学 2/10,一般 経営  

 社会保障の国際的原則の確立は，1944 年にアメリカ合衆国において開催された ILO の総会を契機とする。

この総会において( a )が採択され，「保護を必要とするすべての人に ア と包括的な イ とを与える

ように社会保障を拡張することは ILO の義務である」ことが確認され，社会保障に関する国際的な原則が明
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らかにされた。 
 ところで，(1)日本の社会保障制度の始まりは明治初期に遡るが，国民の権利としての社会保障ではなかった。

社会保障が権利となったのは，戦後の(2)日本国憲法第 25条においてであり，「すべて国民は，健康で文化的
な最低限の生活を営む権利を有する」という生存権条項が設けられてからである。日本の社会保障制度を概観

すると，社会保険，公的扶助，社会福祉，公衆衛生の 4部門に区分される。社会保険は，(3)医療保険，年金保

険，雇用保険，労働者災害補償保険と(4)介護保険などから構成される。公的扶助は，自力で生活できない困窮

者に対して不足分を給付する制度で，( b )とも呼ばれる。社会福祉は，生活に不安を抱えている社会的弱
者が自立し能力を発揮できるように，社会福祉事業や(5)福祉六法による援助・育成の公的サービスを提供する。 
 日本の社会保障制度の問題点は多岐にわたる。その1つとして，21世紀の超高齢化社会を迎え，社会保障
費の増大が避けられない状況になってきていることがあげられる。この問題を解決するため，(6)年金制度改革

が行われ，個人の負担増を求める受益者負担が強化されてきている。また，各種年金を( c )で統一しコン
ピュータ管理に移行した際に，統合されずに放置されたままの年金記録が膨大な数にのぼることが明らかにな

るなど，最近では社会保険庁のずさんな記録管理なども問題となっている。 
設問１ 空欄 ア と イ にあてはまる適切な語句を解答欄に記入しなさい。 
設問２ 空欄( a )～( c )に当てはまる適切な語句を語群から選び，記号を解答欄にマークしなさい。 
aの語群  Ａ ベバリッジ報告 Ｂ フィラデルフィア宣言 Ｃ ILO 102号条約 Ｄ 世界人権宣言 
bの語群  Ａ 生活保護 Ｂ 健民保護 Ｃ 国民保護 Ｄ 弱者保護 

cの語群  Ａ 国民総背番号 Ｂ 国民年金番号 Ｃ 被用者保険番号 Ｄ 基礎年金番号 

設問３ 下線部(1)に関して，第二次世界大戦前における日本の社会保障制度を古いものから新しいものへ順
に並べるとどのようになるか，適切なものを選択肢のなかから 1つ選び，記号を解答欄にマークしなさい。 
Ａ 救護法制定→恤救規則制定→国民健康保険法制定→健康保険法制定 
Ｂ 恤救規則制定→救護法制定→国民健康保険法制定→健康保険法制定 
Ｃ 恤救規則制定→健康保険法制定→救護法制定→国民健康保険法制定 
Ｄ 救護法制定→恤救規則制定→健康保険法制定→国民健康保険法制定 

設問４ 下線部(2)に関して，児童扶養手当法(改正前)の規定が違憲であるとして国を相手取り起こした訴訟を
何というか，適切な語句を語群のなかから 1つ選び，記号を解答欄にマークしなさい。 

Ａ 朝日訴訟 Ｂ 松本訴訟 Ｃ 加藤訴訟 Ｄ 牧野訴訟  Ｅ 堀木訴訟 

設問５ 下線部(3)に関する説明として不適切なものを選択肢のなかから選び，記号をマークしなさい。 
Ａ 政府管掌健康保険は，主に中小企業のサラリーマンが加入する。 
Ｂ 組合管掌健康保険は，主に大企業のサラリーマンが加入する。 
Ｃ 国民健康保険は，被用者保険の対象外の自営業者や無職の高齢者が加入する。 
Ｄ 各種共済保険は，国家公務員や地方公務員，私立学校の教職員などが加入する。 
Ｅ 船員保険は，船員が加入する総合保険で，海上保安庁が所管する。 

設問６ 下線部(4)に関する説明として不適切なものを 1つ選び，記号を解答欄にマークしなさい。 
Ａ 運営主体は，市町村および東京23区である。 
Ｂ 保険料や介護サービスなどは地域により異なる。 
Ｃ 保険料の負担者は学生を含む20歳以上の国民である。 
Ｄ 介護保険によるサービスの内容は，訪問介護やホーム・ヘルパーなどの在宅サービス，特別養護老

人ホームなどの施設サービス，もしくはそれらの組み合わせである。 
Ｅ 利用者は介護費のうちの1割を自己負担し，残りは保険料と公費で賄われる。 
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設問７ 下線部(5)に関して，社会福祉に直接関係しない法律はどれか，適切な語句を語群から 1 つ選び，記
号を解答欄にマークしなさい。 

Ａ 児童福祉法 Ｂ 身体障害者福祉法 Ｃ 老人福祉法 Ｄ 母子福祉法 Ｅ 家庭福祉法 

設問８ 下線部(6)に関して，2000 年の主な年金の改正点として不適切なものを選択肢のなかから 1 つ選び，
記号を解答欄にマークしなさい。 
Ａ 平成13年度から 25年度にかけて，これまで 60歳であった厚生年金報酬比例部分の受給開始年齢
を，段階的に 65歳に引き上げる(女性は 5年遅れ)。 

Ｂ 育児休業中の厚生年金保険は，本人負担だけでなく事業主負担も免除する。 
Ｃ 厚生年金の報酬比例分の給付水準を従来の額は保証しながら5％引き下げる。 
Ｄ 賃金上昇率を年金額に反映させる賃金スライドを65歳以降は行わず，物価スライドのみとする。 
Ｅ 後期高齢者と呼ばれる75歳以上の高齢者だけの年金保険制度をつくる。 

【7】 2009 明治大学 2/10,一般 経営  

設問１ ア 基礎的所得 イ 医療 設問２ a Ｂ b Ａ c Ｄ 設問３ Ｃ 設問４ Ｅ 

設問５ Ｅ 設問６ Ｃ 設問７ Ｅ 設問８ Ｅ 

 
【8】2009 明治大学 2/11,一般 政治経済  

 現代人の生活を支えている重要な制度の一つは社会保障制度である。社会保障制度の具体的な内容は国によ

って異なる。日本の社会保障制度は社会保険，公的扶助，公衆衛生，社会福祉という四つの柱から成り立って

おり，その中核は社会保険と公的扶助である。現在の(1)社会保険には，(2)年金保険，医療保険，雇用保険，労

働者災害補償保険(労災保険)，(3)介護保険がある。 
 日本の公的扶助の起源は極貧者だけを対象とした1874年の 1 という最初の国家的救済制度である。こ

れに対して，現行の公的扶助は最低限度の生活を維持できない国民を対象にしており，その代表的な制度は生

活保護である。生活保護法は生活，教育，住宅などに関する 8種類の扶助を定め，日本国憲法第 25条に規定
された国民の 2 権を具体化する重要な社会保障法の一つとして位置づけられている。しかし，生活保護の

給付内容をめぐる 1957 年の朝日訴訟に関して，最高裁判決では日本国憲法第 25 条の解釈として 3 説の

考え方がとられた。 
 日本の社会保障の発展過程をみると，1960年代と 1970年代は充実期であり，1980年代は体系の再編期で
あった。そして，1990 年代以降，日本の社会保障制度の運営と密接に関連する新たな労働問題が発生してい
る。高齢化の進行と若年労働力人口の減少を背景として，高年齢者の雇用促進を目的とする高年齢者雇用安定

法が 2004 年に改正された。他方，女性の労働に関しては，1997 年に改正された男女雇用機会均等法では，
募集，採用，昇進などにおける女性差別の解消について， 4 規定であったものを禁止規定として強化した。

また，1999 年 4 月から(4)育児・介護休業法が実施された。これらによって働く女性に対する制度は整備され

つつある。 
 日本の社会保障の持続的な発展に大きな影響を与えているのは，昨今の雇用形態の多様化である。いわゆる

バブル崩壊以後の長期にわたる不況の影響とグローバル化における国際競争力の強化の必要性から，多くの企

業は労働コストを削減するために，パートタイマーや派遣労働者などを含む 5 を大量に採用してきた。国

民年金の空洞化だけではなく厚生年金の空洞化も深刻化する一方である。長期雇用と安定雇用を前提にした(5)

国民皆保険と国民皆年金という制度は形骸化しはじめている。国民の生活の不安を軽減するためにつくられた

社会保障制度は国民の新たな不安を引き起こしている。 
設問１ 文中の 1 ～ 5 のなかに入る，もっとも適当と思われる語句を解答欄に記入せよ。 
設問２ 下線部(1)について，社会保険のなかで，保険料が事業主のみの負担となっているものがある。その
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社会保険を次のなかから一つ選び，解答欄の記号(Ａ～Ｅ)をマークせよ。 
Ａ．介護保険 Ｂ．雇用保険 Ｃ．労働者災害補償保険 Ｄ．医療保険 Ｅ．年金保険 

設問３ 下線部(2)について，1994年に行われた厚生年金の制度改革の記述として正しいものを，次のなかか
ら一つ選び，解答欄の記号(Ａ～Ｅ)をマークせよ。 
Ａ．公的年金の制度間の格差を是正するために，自営業者も厚生年金に加入することになった。 
Ｂ．厚生年金の支給開始年齢を段階的に 65歳まで引き上げる措置がとられた。 
Ｃ．厚生年金の支給開始年齢を段階的に 70歳まで引き上げる措置がとられた。 
Ｄ．厚生年金の保険料負担割合は事業主 3割，被保険者本人 7割になった。 
Ｅ．厚生年金の保険料負担割合は事業主 7割，被保険者本人 3割になった。 

設問４ 下線部(3)について，2005年に行われた介護保険法の改正に関する記述として正しいものを，次のな
かから一つ選び，解答欄の記号(Ａ～Ｅ)をマークせよ。 
Ａ．介護サービスの利用は 85歳を上限とすることとなった。 
Ｂ．第 2号被保険者の年齢は 20～64歳となった。 Ｃ．運営主体は都道府県となった。 
Ｄ．介護認定は社会福祉協議会で受けることとなった。 
Ｅ．施設における居住費用や食費は全額自己負担となった。 

設問５ 下線部(4)について，育児・介護休業法によって，介護を必要とする家族をもつ労働者に対して，介
護休業及び勤務時間の短縮が保障されることになった。これらが保障される期間を次のなかから一つ選び，

解答欄の記号(Ａ～Ｅ)をマークせよ。 
Ａ．3か月 Ｂ．6か月 Ｃ．1年 Ｄ．2年   Ｅ．3年 

設問６ 下線部(5)について，国民皆保険と国民皆年金という制度が実現した時期はいつか。次のなかから一
つ選び，解答欄の記号(Ａ～Ｅ)をマークせよ。 

Ａ．1900年代 Ｂ．1920年代 Ｃ．1940年代 Ｄ．1960年代  Ｅ．1980年代 

【8】 2009 明治大学 2/11,一般 政治経済  

設問１ 1 恤救規則 2 生存 3 プログラム規定 4 努力義務 5 非正規雇用者 

設問２ Ｃ 設問３ Ｂ 設問４ Ｅ 設問５ Ａ 設問６ Ｄ 

 
【9】2009 明治大学 2/14,一般 法  

 次の文章の空欄1～5には〔語群Ⅰ〕から，6～10には〔語群Ⅱ〕から，それぞれ最も適当と思われる語句
を選び，その記号を解答欄にマークしなさい。 
 私たちが生活するうえで，病気になったり負傷したり，あるいは失業して貧困に陥ったりする不安は誰にで

もある。そうした生活不安は個々人で解決すべき問題であるというようにも考えられる。しかし，現在では社

会保障という仕組みによって，そうした生活不安は国ないし社会の責任において，社会全体で解決すべき問題

として把握されている。 
 ここで，社会保障制度の成り立ちを時系列でみると，おおまかにいって，救貧制度から防貧制度を経て，権

利としての社会保障制度が確立するに至ったということができる。すなわち， 1 年にはイギリスでエリザ

ベス救貧法が成立した。これは，イギリスにおける 2 によって生じた貧困者を国王の恩恵によって救済す

るというものであった。その後，19 世紀後半，とりわけドイツでは 1873 年の経済恐慌にともない激しい労
働運動が起こり社会主義思想が広まると， 3 は1878年に社会主義者鎮圧法を成立させ，その運動を徹底
的に弾圧した。その一方で， 3 は労働者の懐柔策として1883年に世界初の社会保険制度たる疾病保険法
を成立させるなどした。20世紀になり，1929年には， 4 が起こったが，全国民に対するナショナル＝ミ

ニマムを保障するシステムが確立したのはその後である。すなわち，1935 年にはアメリカで社会保障法が制



私大_社会保障 12/12 

定されたが，そこで初めて社会保障という言葉が使用されたのである。次いで，1938 年には 5 で完備し

た社会保障法が成立した。さらに，1942年にイギリスで 6 報告(「社会保険及び関連事業に関する報告書」)
が出され，全国民が権利として適用を受ける社会保障制度が提言されるに至った。 
 以上のように，社会保障は，国民の権利として把握されるに至っているが，このような権利は憲法上，社会

権として位置づけられる。すなわち，日本国憲法第 25条第 1項は，「すべて国民は，健康で文化的な最低限
度の生活を営む権利を有する」と規定し，同条第 2 項は国に第 1 項の趣旨を実現すべく努力する義務を課し
ており，これは社会権のなかで基本的な規定となっている。 
 ところで，わが国における社会保障制度は，公的扶助，社会保険，社会福祉および， 7 の4部門から成
り立っている。 
 このうち，公的扶助とは，貧困で生活が困難な者に最低限度の生活を保障し，自立を助長する制度である。

公的扶助として，生活，医療，介護など 8 種類を対象とする扶助が行われている(生活保護法第 11条第 1
項)。 
 また，社会保険とは，病気やけが，老齢，失業，労働災害などによる生活不安に対し，現金や医療サービス

を給付する制度である。社会保険には，医療，年金，介護などの 9 種類の保険がある。このうち，年金保

険について，年金保険料を納付していたにもかかわらず，ずさんな年金記録管理によって年金保険料の支払記

録が存在しなくなったために受給できたはずの年金が受給できなくなるという，いわゆる「宙に浮いた年金」

が社会的に大きな問題となったことは記憶に新しいところである。 
 さらに，社会福祉とは，児童や高齢者，障害者など，社会生活を営むうえで弱い立場にある人びとに，国が

施設やサービスを提供する制度のことである。このような制度について定めた，わが国の社会福祉行政の骨格

をなす一連の基本法を総称して 10 という。 
〔語群Ⅰ〕  

Ａ メッテルニヒ Ｂ オーストラリア Ｃ 世界恐慌 Ｄ 産業革命 Ｅ ニュージーランド 

Ｆ 1603 Ｇ 囲い込み運動 Ｈ 1601 Ｉ スウェーデン Ｊ ドル＝ショック Ｋ ラダイド運動 

Ｌ 1600 Ｍ ヒルファーディング Ｎ ビスマルク Ｏ オイル＝ショック 

〔語群Ⅱ〕  

Ａ チャーチル Ｂ 消費者保護基本法 Ｃ 公衆衛生 Ｄ 7 Ｅ 9 Ｆ 社会保障法 Ｇ 8 

Ｈ 感染症予防 Ｉ チェンバレン Ｊ ベバリッジ Ｋ 公害対策 Ｌ 4 Ｍ 福祉六法 Ｎ 6 

Ｏ 5 

 
【9】2009 明治大学 2/14,一般 法  

1 Ｈ 2 Ｇ 3 Ｎ 4 Ｃ 5 Ｉ 6 Ｊ 7 Ｃ 8 Ｇ 9 Ｏ 10 Ｍ 

 
 


